
日本産科婦人科学会 妊孕性温存療法実施医療機関（検体保存機関）の施設登録申請 

 

日本産科婦人科学会 殿 

下記について申請致します。 

2021 年   9 月   〇日 

施設名  〇〇大学病院 

施設責任者 役職・氏名     病院長    △△ 〇〇           ㊞ 

施設・機関名   〇〇大学病院・産婦人科 

実施する対象（✔をつけてください） ☑未受精卵子  ☑胚（受精卵）  ☑卵巣組織  ☑精子 □精子（精巣内） 

住所 〒123-456〇 

○○県○○市○○１－２－３ 

TEL： 0XX-XXX-XXXX            FAX 0XX-XXX-XXXX 

（フ リ ガ ナ） 

担当診療科責任者 役職・氏名 

             マルマル   マルマル 

  産婦人科教授   〇〇      〇〇  

（フ リ ガ ナ） 

日本産科婦人科学会専門医氏名 

（常勤であること） 

  カクカク マルマル 

□□   〇〇        専門医番号： 2000△△△△ N 〇〇〇〇 

（フ リ ガ ナ） 

日本生殖医学会生殖医療専門医氏名 

（常勤であること） 

  サンカク マルマル 

△△   〇〇        専門医番号：1〇-0△△△ 

（フ リ ガ ナ） 

実施医師名 

 

<全員記入のこと> 

□
シカク

□
シカク

●
マル

●
マル

 

 

意思決定支援の資格者の有無 

（✔をつけてください） 

（※1）培養士、心理士、看護師、薬剤師、遺伝

カウンセラー等のがん・生殖医療に関わる医

師以外の医療従事者が在籍する場合、職種と

氏名を記載してください 

（※2）日本生殖心理学会認定の従事者が在

籍する場合、氏名を記載してください 

（※3）日本がん・生殖医療学会認定の従事者

が在籍する場合、氏名を記載してください 

（※4）日本がん・生殖医療学会認定の従事者

(医師を含む) が在籍する場合、氏名を記載し

てください 

（※5）意思決定支援の担当者が施設に不在

の場合、意思決定支援の連携施設があれば

施設名を記載してください 

☑ がん・生殖医療に関わる医療従事者の職種（※1） 

 

 例：胚培養士 ☆☆●●                                

 

 

 

 

☑がん・生殖医療専門心理士（※2） 

（△△●●                               ） 

□ OFNN（オンコファーティリティー・ナビゲーター・ナース）（※3） 

（                                     ） 

☑認定がん・生殖医療ナビゲーター（※4） 

（□□□□                               ） 

□ 意思決定支援の連携施設（※5） 

（                                     ） 

 

昨年度の妊孕性温存療法の実績 未受精卵子凍結  ：     1 件     胚（受精卵）凍結：    2  件 

卵巣組織凍結   ：     3 件     精子凍結      ：    0  件 

精子凍結（精巣内）：     - 件 

記⼊例 



【チェック項目】 

☑ ①日本産科婦人科学会の「医学的適応による未受精卵子、胚（受精卵）および卵巣組織の凍結・保存に関する登録」

の認定を受けた施設である 

☑ ②本申請書と、以下の③-⑦の書類を合わせて日本産科婦人科学会倫理委員会がん・生殖医療施設認定小委員会

へ提出する 

☑ ③厚生労働行政推進調査事業費補助金がん対策推進総合研究事業「厚労科研費(がん政策研究事業)小児・AYA 

世代がん患者に対する長期生殖機能温存に関わる心理支援体制の均てん化および適切な長期検体温存方法の

提案に向けた研究」 への協力施設の承認書類 

☑ ④日本がん・生殖医療学会が管理する日本がん・生殖医療登録システム（JOFR: Japan Oncofertility Registry）に 

よる登録事業への参加施設承認書類 

☑ ⑤日本産科婦人科学会専門医の常勤の証明書類（※5、6） 

☑ ⑥日本生殖医学会生殖医療専門医の常勤の証明書類（※5、6） 

☑ ⑦「実施医師」、「意思決定支援の資格者」全員の履歴書 

☑ ⑧都道府県が認可する妊孕性温存実施施設としての承認書類（※7） 

 

※5：日本産科婦人科学会専門医及び日本生殖医学会生殖医療専門医は同一医師でもよい。 

※6：⑤、⑥が同一人物の場合は、常勤の証明は１通で可 

※7：③-⑦と本申請書による申請により、妊孕性温存療法実施医療機関の仮承認機関となります。仮承認書類を各都

道府県自治体に提出することにより自治体の指定する妊孕性温存実施医療機関の認定を受けられます。その際、

認定証が交付されますので、その書類を本学会に提出することにより、最終的に本学会が認定する妊孕性温存療

法実施医療機関となります。 


